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大雪地区広域連合議会定例会条例 

 

平成 15年９月３日 

条例第４号 

 

大雪地区広域連合議会の定例会の回数は、年３回とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 15年９月３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成 15年における定例会の回数は、年１回とする。 


